
ご利用者様へ 

ケアプランセンター 北野田 

重要事項説明書 

 

あなた（またはあなたの家族）が利用しようと考えている居宅介護支援業務について、契約を締結する前に知って 

おいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をして 

ください。 

この「重要事項説明書」は、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」に基づき、居宅

介護支援契約締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。 

 

１ 居宅介護支援を提供する事業者について 

事業者名称 大阪みなみ医療福祉生活協同組合 

代表者氏名 中村 三千人 

本社所在地（連絡先） 〒599-8124 堺市東区南野田 127  （電話 072-236-3211） （ﾌｧｯｸｽ 072-237-4659） 

 

２ ご利用者への居宅介護支援提供を担当する事業所について 

 (1)事業所の所在地等 

事業所名称 ケアプランセンター北野田 

介護保険指定事業者番号 堺市指定  堺介護第３９７４号 2770100291 

事業所所在地 〒599-8124 堺市東区南野田 127 

連 絡 先 相談担当者名 電話 072-236-7101 ファックス 072-236-7223  相談担当者：上田 泉 

事業所の通常の事業実施地域 堺市 大阪狭山市 河内長野市 富田林市 

 

 (2)事業の目的および運営方針 

事
業
の
目
的 

この事業は、高齢者が要介護状態等となった場合において、その利用者が可能な限りその居宅において、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービ

ス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して居宅サービス計画（ケアプラン）の作成

を行います。 

運
営
方
針 

① この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその

居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮したものとします。 

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サー

ビス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 

③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者様に複数の指定居宅サービス事業所

を紹介し、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行う

とともに、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）

がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所

において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サ

ービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合（上位３位まで）

等につき別紙（居宅介護支援サービス利用割合等説明書）にて説明を行います。 

④ 事業にあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保

険施設との連携に努めます。 

⑤ 前４項のほか、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」に定める内容を遵

守し、事業を実施するものとします。 

 

 (3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

営 業 日 
月曜日から土曜日まで。 

ただし、日曜祝日・年末年始は（１２月３０日から１月４日まで）は休業となります。 

営 業 時 間 午前８時４５分から午後４時４５分まで。 

 

(４)事業所の職員体制 

事業所の管理者 （職名）介護支援専門員  （氏名） 上田 泉  

職 種 職 務 内 容 人  員  数 

介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います ２名以上 

 



（５）居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について 

居宅介護支援の内容 提供方法 
介護保険 

適用有無 

利用料 

（月額） 

1 ヵ月あたりの利用料（介護保険適用の

場合は利用者負担 

①居宅サービス計画の作成 別紙に掲げる 

「居宅介護支

援業務の実施

方法等につい

て」を参照下

さい。 

左の①～⑦の内

容は、居宅介護

支援の一連業務

として、介護保

険の対象となる

ものです。 

下表のと

おり。 

介護保険適用となる場合には、利用料を

支払う必要がありません。 

（全額介護保険により負担されます。） 

②居宅サービス事業者との連

絡調整 

③サービス実施状況把握、評

価 

④利用者状況の把握 

⑤給付管理 

⑥要介護認定申請に対する 

協力、援助 

⑦相談業務 

 

要介護度区分 

取扱い件数区分 
要介護１・２ 要介護３～５ 

介護支援専門員１人に当りの利用者の数が 45 人未

満の場合。 
居宅介護支援費Ⅰ 11,620 円 居宅介護支援費Ⅰ 15,098 円 

〃  45 人以上 60 人未満の場合において、40

以上の部分。 
居宅介護支援費Ⅱ  5,821 円 居宅介護支援費Ⅱ 7,533 円 

〃 60 人以上の場合の場合においての部分 居宅介護支援費Ⅲ  3,488 円 居宅介護支援費Ⅲ 4,515 円 

※当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の５０／１００となります。（２ヶ月以上継続している場合は算定

しません。） 

 

※居宅介護支援の業務範囲外の内容 

ケアマネジャーはケアプランの作成やサービス等の調整は行いますが、下記に示すような内容は業務範囲外となります。

これらのご要望に対しては、必要に応じて他の専門職等をご紹介致します。 

居宅介護支援の業務範囲外の内容 
救急車への同乗・入退院時における手続きや生活用品調達等の支援 

家事代行・直接の身体介助・金銭、自宅の鍵の管理 

 

 

加算の項目 算定用件 加算額 

① 初回加算 

新規に居宅サービス計画を作成する場合要支援者が要介護認定を受けた場合に居

宅サービス計画を作成する場合。 

要介護状態区分が 2 区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合 

3210 円 

② 入院時情報連携 

加算Ⅰ 

入院した日のうちに、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な

情報を提供した場合。 
2675 円 

③ 入院時情報連携 

加算Ⅱ 

入院した日の翌日又は翌々日に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に

係る必要な情報を提供した場合。 
2140 円 

④ 退院･退所加算 

入院・入所期間を経た後の退院・退所に当たって、病院等との連携を図った 

場合（入院期間中に３回まで算定可能） 

・連携１回（カンファレンス参加なし） 

・連携１回（カンファレンス参加あり） 

・連携２回（カンファレンス参加なし） 

・連携２回（カンファレンス参加あり） 

・連携３回（カンファレンス参加あり） 

 

 

4815 円 

6420 円 

6420 円 

8025 円 

9630 円 

⑤ 緊急時等居宅カン

ファレンス加算 

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪

問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場

合（1 月に２回を限度） 

2140 円 

⑥ 特定事業所加算Ⅱ 
「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とし

た会議を定期的に開催すること。」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合 
4505 円 

⑦ 特定事業所加算Ⅲ 
「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とし

た会議を定期的に開催すること。」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合 
3456 円 

⑧ 通院時情報連携 

加算 

病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員

が同席し、医師又は歯科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当

該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師又は歯科医師等から当該利

用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合。 

535 円 



⑨ ターミナルケアマ

ネジメント加算 

24時間連絡が取れる体制を確保し、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる

体制を整備し、主治医の助言を得つつ利用者の状態やサービス変更の必要性の把握、支

援を実施した場合。 

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はそ

の家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に２日以上、当該利用

者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等

を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供し

た場合。 

4280 円 

⑩ 看取りにおけるサ

ービス利用前の相

談、調整等に係る評

価 

居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント

業務を行ったものの利用者の死亡によりサービスに至らなかった場合に、ケアマネジメ

ント等準備が行われ、介護保険が提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認めら

れるケースの場合。 

算定可 

 

減算の項目 算定用件 減算額 

① 高齢者虐待防止措

置未実施減算 

虐待の発生又はその再発を防止するための措置が

講じられていない場合 

所定単位数の 100 分の 1 に相当する 

単位数を減算。 

② 業務継続計画未策

定減算 

感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供で

きる体制を構築するため、業務継続計画が未策定

の際は、基本報酬を減算する（令和 7 年 4 月 1 日

～） 

基本料金の 1％減算 

３ その他の費用について 

交 通 費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、交通費の実費を請求いたします。 

 

４ 利用者の居宅への訪問頻度の目安 

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 

利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも１月に１回。 

※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認 

められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。 

 

５ 利用料、その他の費用の請求および支払い方法について。 

① 利用料、その他

の費用の請求 

（ア）利用料、その他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用のあった月の合計金額によ

り請求いたします。 

（イ）請求書は、利用明細を添えて利用のあった月の翌月 20 日までに利用者あてにお届けしま

す。ただし、請求額のない月はお届けしません。 

② 利用料、その他

の費用の支払い 

ア 利用者負担のある支援業務提供の都度 

お渡しする利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の 27 日までに、下記のいずれかの 

方法によりお支払ください。 

（ア）事業者指定口座への振り込み  （イ）利用者指定口座からの自動振替 

（ウ）現金支払い 

イ お支払いを確認しましたら必ず領収書をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。 

※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促から 14 日以 

内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことになります。 

 

６ 居宅介護支援の提供にあたって。 

（1） 居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認

定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者に 

お知らせください。 

（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行

います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 

30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 

（3）予め、利用者等に対し、利用者が病院もしくは診療所（以下「医療機関」という）に入院する必要が生じた場合 

には、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関等に対し伝える様依頼を行うこととする。なお、

日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管する事を

依頼する。 

 

７ 虐待の防止について。 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。  



虐待防止に関する責任者 管理者  上田 泉 

虐待防止のための措置。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会の開催。 

（２）虐待防止のための指針の整備。 

（３）虐待を防止するための定期的な研修の実施。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の配置。 

 

８ 業務継続に向けて取り組み 

感染症や非常災害の発生時において、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定する

とともに、当該計画の沿った研修及び訓練を実施します。 

 

９ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置。 

感染症の発生及びまん延を防止できるよう、下記の措置を講じます。 

（１） 感染対策委員会の開催。 

（２） 感染症及びまん延防止のための指針の整備。 

（３） 感染症及びまん延防止のための研修及び訓練の実施。 

（４） 専任担当者の配置。 

 

１０ 身体拘束等の原則禁止 

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の 

行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その 

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 

 

 １１ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びそ

の家族に関す

る秘密の保持

について  

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策

定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」

を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス提供をする上で知り

得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者

である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者と

の雇用契約の内容とします。  

② 個人情報の保

護について  

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用

者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を

得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電

磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三

者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開

示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目

的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場

合は利用者の負担となります)  
 

１２ 事故発生時の対応方法について。 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じます。 

また利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

なお事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会

社名 

三井住友海上火災 
保
障

�
概要 

対人・対物共通限度額 ５,０００万円 

保険株式会社 管理下財物保障 １００万円 

保険名 民医連・介護 人格権侵害 １００万円 



事業者向け保険 初期対応（調査等）費用 １,０００万円 

    経済損失 １００万円 

    被害者治療費用等 

被害者が死亡もしくは重度後遺症を被った場合：５０万

円 

被害者が入院した場合：１０万円（期間中限度額１０００

万円） 

 

１３ 身分証携行義務。 

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつで

も身分証を提示します。 

 

 

１４ 指定居宅介護支援内容の見積もりについて。 

(1)担当介護支援専門員 
 

氏 名                 （連絡先：０７２－２３６－７１０１） 

 

(1) 提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金。 

介護保険 

適用の有

無 

利用料（月額） 利用者負担（月額） 交通費の有無 

○ 円 0 円 （有・○無）  サービス提供 1 回当り…   ０ 円   

(2) 1 ヵ月当りの利用者負担額（利用料とその他の費用の合計）の目安。 

利用者負担額の目安額  

※ この見積もりの有効期限は、説明の日から 1 ヵ月以内とします。 

 

 

１５ サービス提供に関する相談、苦情について。 

(1) 苦情処理の体制及び手順 

ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。（下

表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 

 

苦情又は、相談があった場合には、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや事

情の確認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行います。相談担当者は、把握した状況を管理

者とともに検討を行い、当面及び今後の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行

うとともに、利用者へは必ず対応方法を含めた結果報告を行います。  

担当者  上田 泉（管理者） 

 

 

（２）苦情申し立ての窓口 

【事業者の窓口】 

（事業者の担当部署・窓口の

名称） 

所在地：堺市東区南野田 127 名称：大阪みなみ医療福祉生活協同組合 

担当管理者 上田 泉 

電話番号:072-236-3211 ﾌｧｯｸｽ番号:072-237-4659 受付時間:8 時 45 分～16 時 45 分 

【市町村の窓口】 

（利用者の居宅がある 

市町村の介護保険 

担当部署の名称） 

所 在 地堺市東区日置荘原寺町 195-1 東区役所地域福祉課介護保険係 

電話番号:072-287-8112 ﾌｧｯｸｽ番号:072-287-8117 受付時間:9 時～17 時 15 分 

【公的団体の窓口】 

大阪府国民健康保険団体 

連合会 

所 在 地 大阪市中央区常盤町 1-3-8 大阪府国民健康保険団体連合会 

電話番号 06-6949-5446 ﾌｧｯｸｽ番号 06-6949-5417  

受付時間 午前 9 時から午後 5 時 30 分 

窓 口 名 住 所 ＴＥＬ ＦＡＸ 

堺区役所地域福祉課介護保

険係 
堺市堺区南瓦町 3-1 228-7477 228-7870 

中区役所地域福祉課介護保険 堺市中区深井沢町 2470‐7 270-8195 270-8103 



係 

西区役所地域福祉課介護保険

係 
堺市西区鳳東町 6-600 275-1912 275-1919 

南区役所地域福祉課介護保険

係 
堺市南区桃山台 1-1-1 290-1812 290-1818 

北区役所地域福祉課介護保険

係 
堺市北区新金岡町 5-1-4 258-6771 258-6836 

健康福祉局福祉推進部介護保

険課 
堺市堺区南瓦町 3-1 228-7513 222-1452 

大阪狭山市保険福祉部介護保

険課 
大阪狭山市狭山 1-2384-1 366-0011 366-9696 

堺市美原区役所地域福祉課 

介護保険係 
堺市美原区黒山 167-1 361-1881 362-7532 

富田林市介護保険室 富田林市常磐町 1-1 0721-25-1000 0721-25-9037 

河内長野市介護高齢課 河内長野市原町 1-１-１ 0721-53-1111 0721-50-1088 

 

１６ 居宅介護支援業務の実施方法等について） 

  

居宅サービス計画の作成について。 

 ① 事業者は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 

 ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握

に努めます。 

 イ 利用する居宅サービスの選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者または

その家族に提供します。 

 ウ 事業者は、利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。 

 エ 事業者は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービスの提供となるよう、サービス等の担当者から、

専門的な見地からの情報を求めます。 

 ② 事業者は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合には、利用者の同意を

得て主治の医師等の意見を求めます。 

③ 事業者は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する 

内容を利用者またはその家族に対して説明します。 

ア 事業者は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、 

改めて利用者の同意を確認します。 

 イ 利用者は、事業者が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場合には、事業者に対して居宅サービス 

    計画の原案の再作成を依頼することができます。 

④ 居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求める事が出来る。 

⑤ 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービスを含む）が包括的に 

提供されるような居宅サービス計画を作成する様努めます。 

 ⑥ 末期の悪性腫瘍の利用者に限り、利用者等の同意を得て、心身の状況等により主治の医師等の助言を得た上で必要と認

める場合以外は、サービス担当者会議の招集を行わず、利用者の支援を継続できる。この場合、心身等の状況について、

主治の医師等、サービス事業者へ情報を提供する。支援については、主治の医師等の助言を得たうえで、状態変化を想

定し、今後必要となるサービス等の支援の方向性を確認し計画作成を行い、在宅を訪問し、状態の変化やサービスの変

更の必要性を把握する。 

⑦ 居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置づける場合は、利用者の 

自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等に十分留意しつつ、その必要性や特段の理由について計画に記載 

するとともに、市町村に届出を行う。 

⑧ 利用者又はその家族の同意がある場合、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等（オンラ

インツール）を活用して行うことができるものとする。その際、個人情報の適切な取扱いに留意する。 

⑨ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。 

 

 

２ サービス実施状況の把握、評価について。 

① 事業者は、居宅サービス計画作成後も、利用者またはその家族、さらに指定居宅サービス事業者と継続的に連絡を 

とり、居宅サービス計画の実施状況の把握に努めるとともに、目標に沿ったサービスが提供されるよう指定居宅 

サービス事業者等との調整を行います。 

② 事業者は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の状態を定期的に評価します。 

③ 事業者は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場合、または利用者が介護保険施設への入

院または入所を希望する場合には、事業者は利用者に介護保険施設に関する情報を提供します。 



④ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握（以下「モニタリング」

という。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供

を行います。 

⑤ 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なく

とも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。 

⑥ 居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときやその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口

腔機能その他利用者の心身又は生活状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て、主治の医師もし

くは歯科医師、又は薬剤師に提供するものとする。 

 

１７ 居宅サービス計画の変更について。 

事業者が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場

合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従

って実施するものとします。 

 

１８ 給付管理について 

事業者は居宅サービス計画作成後その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出 

します。 

 

１９ 要介護認定等の協力について 

① 事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請が円滑に行われる

よう必要な協力を行います。 

②  事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わって行います。 

 

２０ 居宅サービス計画等の情報提供について 

   利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計画作成が円滑に引き継げる 

様、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報の提供に誠意をもって応じます。 

 

 

２１ 重要事項説明の年月日 

 この重要事項の説明年月日   年     月     日 

上記内容について、「堺市介護保険事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例に基づき、利用者に 

説明を行いました。 上記内容の説明を事業者から確かに受けました。 

 

事 

 

業 

 

者 

所在地 堺市東区南野田１２７  利 

用 

者 

住所  

法人名 大阪みなみ医療福祉生活協同組合  氏名                  印 

代表者名 理事長 中村 三千人   印  
代
理
人 

代
筆
者 

住所 
 

 

事業所名 ケアプランセンター北野田  氏名                  印 

説明者氏名             印  続柄 

 

代筆理由 

 


